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1 労働（雇用） 契約の締結

2 賃金に関する定め

3 労働義務の履行不能

　　　　　　　↑

　使用者による受領拒絶＋時の経過

4 使用者の責めに帰すべき事由

　（or使用者の義務違反oｒ使用者に

　起因する合理的とはいえない事由(？)）

　　　　　　　↑

　　 評価根拠事実の例

　　・ 労働者の適法な履行の提供

　　　＋使用者の受領拒絶

　　・ 使用者の予めの明確な受領拒絶

5　3と4との因果関係

請求原因 抗弁（例）

労働契約の終了

（解雇の意思表示

＋予告期間の経過等）

再抗弁（例）

解雇の無効を

基礎づける事実

使用者の帰責事由

等の評価障害事実

（受領拒絶の合理的

理由等）

 

 

【参考裁判例：エスエイロジテム事件・東京地判平成 12・9・25 労働判例 796 号 49 頁】 

「労働者が労務を提供し，使用者がこれを受領しないことは，使用者の責めに帰すべき事由に基づく

ものと推認されると解するのが相当である。・・・したがって，使用者としては，労務の受領を拒否し

たことについて自己の責めに帰すべきものであることを否定するためには，そこに合理的な理由があ

ること等右推認を覆すに足りる事実を主張・立証しなければならないことになる。」 

 


